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新潟県基幹病院事業の設置等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年５月29日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第33号 

新潟県基幹病院事業の設置等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

新潟県基幹病院事業の設置等に関する条例施行規則（平成24年新潟県規則第９号）の一部を次の表のように改

正する。 

（下線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

別表（第２条関係） 

１～５ （略） 

６ 文書料 

(1) 診断書及び証明書 

ア 普通のもの １件につき 3,300円 

イ 複雑なもの（ウ以外で難しい内容のもの） 

１件につき 5,500円 

ウ （略） 

(2) 死亡診断書及び死体検案書 

ア （略） 

イ 特殊なもの（生命保険用等特別なもの） 

１件につき 7,700円 

  (3)～(5) （略） 

７・８ （略） 

９ 健康診断料 

(1) 普通健康診断料 １人につき 3,220円（乳

幼児にあっては、4,050円） 

(2)～(4) （略） 

10～20 （略） 

21 歯科料金 

(1) （略） 

(2) 欠損補綴
てつ

 

ア （略） 

イ 暫間義歯及び新製作義歯（人工歯を含

む｡) 

(ｱ)・(ｲ) （略） 

(ｳ) 総義歯 47,340円 

(ｴ)・(ｵ) （略） 

ウ～タ （略） 

(3)～(16) （略） 

(17) インプラント料金 

ア～ム （略） 

メ メンテナンス料 １回につき 6,360円 

モ～ラ （略） 

別表（第２条関係） 

１～５ （略） 

６ 文書料 

(1) 診断書及び証明書 

ア 普通のもの １件につき 2,200円 

イ 複雑なもの（ウ以外で難しい内容のもの） 

１件につき 4,400円 

ウ （略） 

(2) 死亡診断書及び死体検案書 

ア （略） 

イ 特殊なもの（生命保険用等特別なもの） 

１件につき 6,600円 

  (3)～(5) （略） 

７・８ （略） 

９ 健康診断料 

(1) 普通健康診断料 １人につき 3,200円（乳

幼児にあっては、4,030円） 

(2)～(4) （略） 

10～20 （略） 

21 歯科料金 

(1) （略） 

(2) 欠損補綴
てつ

 

ア （略） 

イ 暫間義歯及び新製作義歯（人工歯を含

む｡) 

(ｱ)・(ｲ) （略） 

(ｳ) 総義歯 46,460円 

(ｴ)・(ｵ) （略） 

ウ～タ （略） 

(3)～(16) （略） 

(17) インプラント料金 

ア～ム （略） 

メ メンテナンス料 １回につき 6,450円 

モ～ラ （略） 
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(18)～(22) （略） 

22～39 （略） 

40 日本の国籍を有しない者であって、子ども・

子育て支援法（平成24年法律第65号）第71条の

２第６項に規定する加入者等でないものに係る

診療料 健康保険法の規定による算定方法によ

り算定した額に2.0を乗じて得た額に1.1を乗じ

て得た額（10円未満の端数があるときは、これ

を四捨五入して得た額） 

41 入院患者預り金管理料 １日につき 70円 

備考 （略） 

(18)～(22) （略） 

22～39 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 （略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後における使用に係る料金について適用し、同日前における

使用に係る料金については、なお従前の例による。 


